


（
別
紙
）

船
員
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

第
一

「
甲
種
甲
板
部
航
海
当
直
部
員
」
、
「
乙
種
甲
板
部
航
海
当
直
部
員
」
及
び
「
丙
種
甲
板
部
航
海
当
直
部
員
」

の
資
格
区
分
を
「
甲
板
部
航
海
当
直
部
員
」
資
格
に
一
本
化
し
、
そ
の
要
件
を
現
行
の
丙
種
甲
板
部
航
海
当
直
部

員
と
同
様
と
す
る
。
（
第
八
号
表
関
係
）

第
二

総
ト
ン
数
七
百
ト
ン
以
上
の
船
舶
と
そ
れ
以
外
の
船
舶
に
つ
い
て
、
甲
板
部
航
海
当
直
部
員
の
資
格
区
分
に
基

づ
き
乗
組
み
に
関
す
る
基
準
を
設
け
て
い
る
と
こ
ろ
、
第
一
に
よ
り
資
格
区
分
を
廃
止
す
る
こ
と
に
伴
い
、
一
律

に
、
「
甲
板
部
航
海
当
直
部
員
」
の
資
格
受
有
者
を
乗
り
組
ま
せ
る
こ
と
と
す
る
。
（
第
七
十
七
条
関
係
）


